
 

三春町公告第２号 

 

農業経営基盤強化促進法(昭和５５年法律第６５号)第１９条第１項に規定する地

域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）を変更したので、同条第８項の規定に基づ

き、下記のとおり公告する。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三春町長　坂本　浩之 

 

記 

 

１　地域計画を変更した地区  

　（１）三春地区　　（２）青石１区　　（３）実沢２区　　（４）実沢３区 

　（５）実沢４区　　（６）実沢５区　　（７）富沢６組　　（８）富沢７組 

　（９）富沢８組　　（10）富沢９組　　（11）富沢 10 組　 （12)熊耳地区 

　（13）南成田地区　（14）北成田地区　（15)庄司地区　　 （16）平沢１区 

　（17）平沢２区　　（18）御祭３区　　（19）御祭４区　　（20）七草木地区 

　（21）山田地区　　（22）上舞木地区　（23）下舞木地区　（24）鷹巣地区 

（25）斎藤地区　　（26）沼沢地区　　（27）西方地区　　（28）貝山地区 

（29）狐田地区　　（30）過足地区　　（31）滝地区　　　（32）柴原地区 

（33）込木地区　　（34）芹ケ沢地区　（35）根本地区　　（36）樋渡地区 

（37）蛇石地区 

 

２　変更した地域計画 

　　三春町ホームページ掲載


